
年金記録の電子交付
（マイナ手続きポータル）

の利用方法について
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１．利用対象者とサービスの内容

◆利用対象者

◆サービスの内容

１．現在、地方職員共済組合（道府県庁職員）の組合員の方
２．過去に地方職員共済組合の組合員であった方

（地方職員共済組合の後に他の地方公務員共済組合の組合員
または国家公務員共済組合の組合員となった方は除く）

次の年金記録（公務員共済に係るものに限る）の電子交付
①年金加入記録、②年金見込額、③保険料納付額、④標準報酬月額等の記録、
⑤給付算定基礎額残高
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２．利用までの流れ

〇利用開始までの手続きの流れ
１⃣ 当組合の「マイナ手続きポータル」の利用申込をする

２⃣  e-私書箱とマイナポータルとを連携する※
（※マイナポータルから電子交付された書類を受取りたい場合のみ）

〇年金記録の電子交付の流れ

１⃣ 当組合の「マイナ手続きポータル」から年金記録の電子交付の依頼をする
２⃣ 依頼から概ね１週間程度後に、年金記録が電子交付されたお知らせが登録

したメールアドレスに届く
３⃣ 「マイナ手続きポータル」にログインし、電子交付された年金記録を確認

する
（注意）このサービスは野村総合研究所が提供するe-私書箱サービスやデジタル庁所管のマイナポータルを利用するものです。

このため、画面のデザインは、予告なく変わることがありますのでご留意ください。

【ご準備いただくもの】
１．マイナンバーカード
２．マイナポータルアプリ（スマートフォンの場合）
３．１０桁の基礎年金番号（初回、利用登録時のみ）

基礎年金番号が分かる書類：基礎年金番号通知書、ねんきん定期便など
４．スマートフォンまたはパソコン及びカードリーダー
５．メールアドレス
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マイナンバーカードをご用意ください。



３．利用にあたり事前に必要となる手続き

１．当組合のホームページから（https://www.chikyosai.or.jp/）利用登録します。

◆マイナ手続きポータルの利用申込（初回のみ）

利用申し
込みをす
る

スマートフォンとパソコンとでは、画面
のデザインが多少異なることをご了承くださ
い。（手続きは同じです）
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当組合のホームページにアクセス

②

③

※ホームページの画面は、更新等により表示が異なる場合があります。ご了承ください。

①

https://www.chikyosai.or.jp/


３．利用にあたり事前に必要となる手続き

２．メールアドレスを登録

◆マイナ手続きポータルの利用申込（初回のみ）

①利用規約等の確認
↓
②メールアドレスを登録
↓
③同意に をする
↓
④登録する
↓
⑤メールアドレス登録完了

⑤
利用申し込
みをする

①

④
③

②
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３．利用にあたり事前に必要となる手続き

３．メール認証から利用申し込み完了まで（スマートフォンを例に記載）

◆マイナ手続きポータルの利用申込（初回のみ）

①登録したメールアド
レスに利用申込用URLが
届く
↓
②URLからアクセスし、
「読み取る」を押す
↓
③マイナンバーカード
のパスワードを入力し、
マイナンバーカードを
読み取る
（読み取りが完了した
ら「契約者基本情報読
み取り」に進む）

マイナンバーカード
のパスワードを入力
する
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② ③

URLからアクセスする

①



３．利用にあたり事前に必要となる手続き

３．メール認証から利用申し込み完了まで（スマートフォンを例に記載）

◆マイナ手続きポータルの利用申込（初回のみ）

①「契約者基本情
報読み取り」画面
↓
②再度マイナン
バーカードのパス
ワードを入力しマ
イナンバーカード
を読み取る。
↓
③マイナンバー
カードから読み
取ったご本人の情
報が表示されるの
で確認し、確認後、
次へを押下する

パスワードを入力し
マイナンバーカード
を読み取る
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① ② ③



３．利用にあたり事前に必要となる手続き

◆マイナ手続きポータルの利用申込（初回のみ）

マイナ手続きポータルの「契約者確
認情報入力」画面において、組合員
であることを確認する。

①基礎年金番号
②氏名（カナ）を登録する
・カナ氏名（半角カナ）を入力する
・姓名の間に半角スペースを入れる
・小文字は大文字で入力する

例：ｷｮｳｻｲ➜ｷﾖｳｻｲ

↓
確認完了
↓
登録終了

基礎年金番号（１０桁）
を登録する

氏名カナを登録する。

エラー発生防止のため、次に注
意して登録してください。

・半角カタカナを使用する
・姓名の間に半角スペース
を入れる
・小文字は大文字にする
（例）ｷﾖｳｻｲ ﾊﾅｺ

半角カナ姓□半角カナ名
半角スペース

①

②
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３．メール認証から利用申し込み完了まで（スマートフォンを例に記載）



３．利用にあたり事前に必要となる手続き

◆マイナ手続きポータルの利用申込（初回のみ）
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内容を確認し申込む
申込みが完了しなかった場合について
は、次ページをご確認ください。

① ②

マイナ手続きポータル
が利用できます

③

３．メール認証から利用申し込み完了まで（スマートフォンを例に記載）



３．利用にあたり事前に必要となる手続き

４．申し込みの際にエラーが出た場合の表示

◆マイナ手続きポータルの利用申込（初回のみ）
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基礎年金番号（１０桁）が誤っている場合のメッセー
ジ
→基礎年金番号を確認してください。

基礎年金番号通知書、ねんきん定期便 など

氏名カナの登録が誤っている場合のメッセージ。
次のとおりに登録しているか確認してください。
・半角カタカナを使用する
・姓名の間に半角スペースを入れる
・小文字は大文字にする
（例）ｷﾖｳｻｲ ﾊﾅｺ

半角カナ姓□半角カナ名
半角スペース

基礎年金番号が誤っている場合 カナ氏名が誤っている場合



１ マイナ手続きポータルから電子交付の依頼をする
地方職員共済組合のホームページから「マイナ手続きポータル」にアクセスする。

「マイナ手続きポータル」にログイン後、マイナンバーカードのパス
ワードを入力し、マイナンバーカードを読み取る。
① マイナ手続きポータルから「年金記録」を選択する
② 「年金記録」に を入れる
③ 「年金記録の電子交付を依頼する」を押す
④ 申込完了

④

②

③
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①

⑴マイナ手続きポータルから電子交付の依頼をする

マイナポータルとe-私書箱を連携していないと
右のようなポップアップが出ますが、連携しない
場合は「いいえ」を押して次に進んでください。

４．年金記録の電子交付の依頼から電子交付された年金記録の確認まで



⑵年金記録が電子交付されたことのお知らせ
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① ②

４．年金記録の電子交付の依頼から電子交付された年金記録の確認まで

マイナンバーカード
のパスワードを入力
する

③

①登録したメールアドレスに
「年金記録電子交付のお知ら
せ」が届く
<発信元>

e-shisyobako@chikyosai.or.jp

②添付されているURLアドレスか
らログイン

③マイナンバーカードのパス
ワードを入力し、カードを読み
取る



⑶電子交付された年金記録の確認
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② ①マイナ手続きポー
タルに遷移する
↓
②「年金記録電子交
付のお知らせ」を
タップする
↓
③「年金記録PDFフ
ファイル」をタップ
する
↓
電子交付された「年
金記録」の確認がで
きる

③

４．年金記録の電子交付の依頼から電子交付された年金記録の確認まで

マイナポータルとe-私書箱を連携していないと左のようなポップ
アップが出ますが、連携しない場合は「いいえ」を押して次に進ん
でください。

①



５． e-私書箱とマイナポータルの連携

◆マイナポータルとe-私書箱の連携

15

この手続きは、 e-私書箱とマイナポータルを連携したい場合に行います。

② ③

①「マイナ手続きポー
タル」にログインする
↓
②マイナンバーカード
のパスワードを入力し、
カードを読み取る
↓
③ e-私書箱と連携して
いない場合ポップアッ
プがでるので、
「はい」を選択
↓
④「 e-私書箱につな
ぐ」を選択

⑴「マイナ手続きポータル」からの手続き

① ④



５． e-私書箱とマイナポータルの連携

◆マイナポータルとeー私書箱の連携
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この手続きは、 e-私書箱とマイナポータルを連携したい場合に行います。

⑴「マイナ手続きポータル」からの手続き

① 同意するに をして、「既に
アカウントをお持ちの方はこち
ら」を押す
（ e-私書箱アカウント登録をし
ていない方は、「初めての方は
こちら（アカウント登録）」か
ら画面の案内に従って手続きを
行う）
↓
②マイナンバーカードのパス
ワードを入力し、カードを読み
取る
↓
③ e-私書箱とマイナ手続きポー
タルの連携が完了する



５． e-私書箱とマイナポータルの連携

⑵ マイナポータルからの手続き

ご自身のマイナポータルからアクセスします（https://myna.go.jp/）

①ご自身のマイナポータ
ルにアクセスし、「メ
ニュー」を開く
↓
②「外部サイトとの連
携」を選び「連携」を押
す
↓
③「同意して次へ」
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この手続きは、 e-私書箱とマイナポータルを連携したい場合に行います。

①

②
③



５． e-私書箱とマイナポータルの連携

◆マイナポータルからeー私書箱との連携をする場合

①利用規約に同意する
↓
②マイナンバーカードの
パスワードを入力し、
カードを読み取る
↓
③メールアドレスを登録
↓
④ e-私書箱とマイナ
ポータルのアカウントの
連携が完了する
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この手続きは、 e-私書箱とマイナポータルを連携したい場合に行います。

① ② ③

④

⑵マイナポータルからの手続き
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